
商
工
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知
ら
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版 

 

確
定
申
告
は お
済
み
で
す
か
。 

所
得
税
の
申
告
は
、
三
月
十
五
日
ま
で 

消
費
税
の
申
告
は
、
四
月 

二
日
ま
で 

 

振
替
納
税
に
す
る
と
納
税
期
限
は 

 
 
 
 
 
 
 
 

所
得
税 

四
月  

二
十
日
（金
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

消
費
税 

四
月
二
十
六
日
（木
） 

で
す
。 

 

◎
振
替
日
の
二
～
三
日
前
に
は
、
預
金
残
高
を 

お
確
か
め
く
だ
さ
い
。 

 
 お

忘
れ
な
く
「年
度
更
新
」 

労
働
保
険
の
年
度
更
新
手
続
き
が
始
ま
り
ま
す
。 

・
労
働
保
険
の
年
度
更
新
手
続
き
を
来
る
三
月
二
十
五

日
か
ら
実
施
し
ま
す
。 

こ
の
手
続
き
は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
本
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
に
従
業
員
に
支
払
っ
た
給
料
賃
金
や

こ
の
期
間
内
に
終
了
し
た
、
元
請
工
事
を
報
告
し
て
貰

う
こ
と
に
よ
り
、
労
働
保
険
料
を
算
出
し
、
納
付
い
た

だ
く
も
の
で
す
。 

ま
た
今
年
は
石
綿
（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
健
康
被
害
救
済

の
た
め
「
一
般
拠
出
金
」
の
徴
収
開
始
、
雇
用
保
険
料

率
の
引
き
下
げ
等
の
変
更
点
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
手
続
き
を
怠
る
と
失
業
給
付
が
う
け
ら
れ
な
く

な
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、
必
ず
期
間
内
に
報
告
を
お
願

い
し
ま
す
。 

な
お
、
委
託
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
別
途
内
容
を
ご

案
内
し
ま
す
。 

 
 
 

 

（
担
当 

山
本
・
鈴
木
）  

平
成
十
九
年
三
月
号（
平
成
十
九
年
三
月
一
日
） 

発
行 

荒
川
町
商
工
会
事
務
局
（
℡
六
二
―
三
〇
四
九
） 

 
 
 

岩
船
郡
荒
川
町
大
字
羽
ケ
榎
一
〇
四
―
四
四 

 

平
成
十
九
年
か
ら 

あ
な
た
の
所
得
税
・
住
民
税
が
変
わ
り
ま
す
。 

・
地
方
分
権
を
進
め
る
た
め
、
国
税
（
所
得
税
）
か
ら

地
方
税
（
住
民
税
）
へ
税
金
が
移
し
替
え
ら
れ
ま
す
。 

こ
の
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
所
得
税
と
住
民
税
と
を

合
わ
せ
た
全
体
の
税
負
担
が
変
わ
る
こ
と
は
基
本
的
に

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

な
お
、
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
方
は
、 

 
 
 

所
得
税
が
平
成
十
九
年
一
月
か
ら
減
り
、 

 
 
 

住
民
税
が
平
成
十
九
年
六
月
か
ら
増
え
る 

 
 

こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。 

 

㊟
景
気
回
復
の
た
め
の
定
率
減
税
措
置
が
と
ら
れ
な
く

な
る
こ
と
や
、
皆
さ
ん
の
収
入
の
増
減
な
ど
、
別
の

要
因
に
よ
り
、実
際
の
負
担
額
は
変
わ
り
ま
す
の
で
、

ご
留
意
く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
税
専
門
官
採
用
試
験
の
お
知
ら
せ 

・
国
税
局
で
は
次
の
と
お
り
、
国
税
専
門
官
を
募
集 

し
て
い
ま
す
。 国

税
専
門
官
採
用
試
験
要
領 

受
験
資
格 

一
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
二
日
～
昭
和 

 
 
 
 
 
 
 

六
十
一
年
四
月
一
日
生
ま
れ
の
者 

 
 
 
 
 

二
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び
平
成
二
十 

 
 
 
 
 
 
 

年
三
月
ま
で
に
大
学
卒
業
見
込
み
の 

 
 
 
 
 
 
 

者
か
人
事
院
が
同
等
の
資
格
が
あ
る 

 
 
 
 
 
 
 

と
認
め
た
者 

試
験
の
程
度 

大
学
卒
業
程
度 

申
込
期
間 

 

四
月
二
日
（
月
）
～
十
三
日
（
金
） 

申 

込 

先 
 

関
東
信
越
国
税
局
又
は
国
税
事
務
所 

問
合
せ
先 

 

関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課 

 
 
 
 
 
 

℡
〇
四
八
―
六
〇
〇
―
三
一
一
一 

 

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券 

利
用
期
限
に
つ
い
て 

・
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
は
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
ご

利
用
期
限
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

   

国
の
教
育
ロ
ー
ン
の
ご
案
内 

・
高
校
や
大
学
、
専
修
学
校
な
ど
に
入
学
時
や
在
学
中

の
教
育
費
用
に
ご
利
用
頂
け
ま
す
。 

 

入
学
費
用
に
つ
い
て
は
、
合
格
発
表
前
で
も
申
込
で

き
ま
す
の
で
、
志
望
校
が
決
ま
っ
た
時
点
で
出
来
る
だ

け
早
め
に
申
込
く
だ
さ
い
。 

融
資
の
概
要
（教
育
一
般
貸
付
） 

融

資

額 

学
生
、
生
徒
一
人
に
つ
き 

二
〇
〇
万
円
以
内 

返
済
方
法 

十
年
以
内
（
但
し
、
在
学
期
間
中
の 

元
金
は
据
え
置
き
可
能
） 

保 
 
 

証 

教
育
資
金
融
資
保
証
基
金 

又
は
連
帯
保
証
人 

利 
 
 

率 

二
・
三
％ 

（
平
成
十
九
年
二
月
九
日
現
在
） 

お
使
い
み
ち 

入
学
金
、
授
業
料
、
教
科
書
代
、
ア
パ

ー
ト
の
敷
金
・
家
賃
な
ど 

ご
返
済
方
法 

毎
月
元
利
均
等
払 

 

＊
詳
細
に
つ
い
て
は
商
工
会
又
は 

国
民
生
活
金
融
公
庫
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

国
民
生
活
金
融
公
庫 

℡ 

〇
二
五
（
二
二
八
）
二
一
五
一
ま
で 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
荒
川
町
商
工
会 

 
℡ 
六
二
―
三
〇
四
九 

（
担
当 

渡
辺
・
山
本
） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

商
工
会
職
員
の
募
集
に
つ
い
て 

・
県
商
工
会
連
合
会
で
は
、
左
記
の
と
お
り
商
工
会
職

員
を
募
集
し
ま
す
。
受
験
希
望
の
方
は
商
工
会
ま
で
ご

連
絡
下
さ
い
。 

 

経

営

指

導

員
（
二
名
） 

試

験

日 

平
成
十
九
年
三
月
十
八
日
（
日
） 

会 
 

場 

新
潟
県
商
工
会
館 

試
験
科
目 

一
般
教
養
・
専
門
・
適
性
検
査
・
小
論
文 

 
 
 
 
 

面
接
試
験 

申
込
期
限 

平
成
十
九
年
三
月
九
日
必
着 

 

商
工
会
事
務
職
員
（
二
名
） 

試

験

日 

平
成
十
九
年
三
月
十
七
日
（
土
） 

会 
 

場 

新
潟
県
商
工
会
館 

試
験
科
目 

筆
記
試
験
（
一
般
教
養
・
作
文
） 

適
性
検
査
・
面
接
試
験 

申
込
期
限 

平
成
十
九
年
三
月
九
日
必
着 

 

そ

の

他 

受
験
資
格
、
必
要
書
類
な
ど
詳
細
に
つ
い

て
は
、
商
工
会
又
は
県
商
工
会
連
合
会
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

商
工
会
連
合
会
（
℡
〇
二
五
―
二
八
三
―
一
三
一
一
） 

荒
川
町
商
工
会
（
℡
六
二
―
三
〇
四
九
） 

（
担
当 

大
武
・
成
田
） 

 

経
営
に
関
し
て
の 

困
り
事
、
悩
み
事
、
金
銭
的
な
事
な
ど
は 

 

何
で
も
早
め
に
商
工
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

商
工
会
関
係
行
事
予
定 

三
月   

十
二
日 

 
 

 

税
務
相
談
会 

二
十
二
日 
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